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洞爺湖町議会令和３年１２月会議 

議 案 説 明 資 料 
 



宮 崎 泰 人 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  宮
みや

 崎
ざき

 泰
やす

 人
ひと

 

 

生年月日   

 

学  歴  昭和４７年 ３月  専修大学法学部卒業 

 

職  歴  昭和４７年 ３月  株式会社田中測量入社 

      昭和４９年１２月  同社退社 

      昭和５２年 ２月  司法書士開業（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成 ９年１０月  人権擁護委員（現在に至る。） 

平成 ７年 ９月～平成１８年３月 虻田町固定資産評価審査委員会委員 

      平成１８年 ３月～平成２１年５月 洞爺湖町固定資産評価審査委員会委員 

      平成２１年 ５月～現在 洞爺湖町固定資産評価審査委員会委員長 

      平成２２年 ９月～現在 洞爺湖町情報公開・個人情報保護審査会委員 

      平成２８年 ４月～現在 洞爺湖町行政不服審査会委員 

 

団体歴等  昭和６１年 １月  洞爺青年会議所専務理事 

      昭和６２年 １月  洞爺青年会議所副理事長 
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七 戸 朝 子 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  七
しちの

 戸
へ

 朝
とも

 子
こ

 

 

生年月日   

 

学  歴  昭和４６年 ３月  北海道虻田商業高等学校卒業 

 

職  歴  昭和４６年 ４月  洞爺温泉郵便局勤務 

      平成１５年 ４月  洞爺温泉郵便局長 

平成２０年 ６月  洞爺温泉郵便局長退職 

 

公 職 歴  平成２２年 １月  人権擁護委員（現在に至る。） 

 

団体歴等  昭和５７年 ４月  洞爺湖温泉８区自治会役員 
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五十嵐 優 子 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  五
い

十
が

嵐
らし

 優
ゆう

 子
こ

 

 

生年月日   

 

学  歴  昭和５０年 ３月  玉川大学文学部卒業 

 

職  歴  昭和５０年１１月  ソニー株式会社国内営業部入社 

      昭和５４年 ６月  同社退職 

      昭和５９年 ７月  商店従事（現在に至る。） 

  

公 職 歴  平成１９年 ４月  人権擁護委員（現在に至る。） 

      平成２４年 ４月  洞爺湖町社会教育委員（現在に至る。） 

       

団体歴等  昭和６２年 ５月  洞爺村商工会商工女性部副部長 

      平成 ２年 ５月  洞爺村商工会商工女性部理事 

      平成１８年 ４月  洞爺湖町商工会商工女性部理事（現在に至る。） 

      平成 ９年 ５月  グレイセスとうや理事 

平成１３年 ４月  洞爺国際交流協会会長 

      平成２３年 ４月  洞爺国際交流協会顧問（現在に至る。） 

      平成３０年 ４月  成年後見業務支援員（現在に至る。） 
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加賀谷 真由美 氏 経 歴 

 

 

住  所  虻田郡洞爺湖町 

 

氏  名  加賀谷
か が や

 真由美
ま ゆ み

 

 

生年月日   

 

学  歴  昭和５３年 ３月  岩手大学教育学部養護教育学科卒業 

 

職  歴  昭和５３年 ４月  ＮＨＫ盛岡放送局入局 

      昭和５４年 ３月  同局退社 

昭和５４年 ４月  壮瞥町立壮瞥小学校（教諭） 

昭和５７年 ３月  同小学校退職 

平成 ３年 ４月  伊達市立伊達中学校（教諭） 

平成１２年 ４月  虻田町立洞爺湖温泉中学校（教諭） 

平成１５年 ４月  伊達市立有珠中学校優健分校（教頭） 

      平成１８年 ４月  伊達市立星の丘小中学校（教頭） 

      平成１９年 ４月  壮瞥町立壮瞥中学校（教頭） 

      平成２０年 ４月  壮瞥町立久保内中学校（校長） 

      平成２３年 ４月  洞爺湖町立洞爺湖温泉小学校（校長） 

      平成２５年 ４月  洞爺湖町立洞爺中学校（校長） 

      平成２８年 ３月  同中学校退職 

      平成２８年 ４月  洞爺湖町教育委員会教育指導専門員（現在に至る。） 

 

公 職 歴  平成３１年 ４月  人権擁護委員（現在に至る。） 

 

-4-



職員の分限に関する手続及び効果に関する条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

 （降給の事由） 

第１条の２ 任命権者は、法第２７条第２項の規定に基づき、職員の人事

評価（法第６条第１項に規定する人事評価をいう。以下同じ。）又は勤務

の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合若し

くは職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについて

の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を

欠くと認められる場合は、職員の意に反して降給することができる。 

 

 （降任、免職、休職及び降給の手続） 

第２条 略 

２ 略 

３ 任命権者が法第２８条第１項第３号の規定に該当するものとして職員

を降任し、若しくは免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性

を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとす

る。 

４ 第１条の２に規定する降給の手続きは、第１項及び前項の規定を準用

する。 

５ 略 

 

 （降給の事由） 

第１条の２ 任命権者は、法第２７条第２項の規定に基づき、職員の人事

評価（法第６条第１項に規定する人事評価をいう。以下同じ。）又は勤務

の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないと認められる場合は、

職員の意に反して降給することができる。 

 

 

 

 （降任、免職、休職及び降給の手続） 

第２条 略 

２ 略 

 

 

 

 

３ 第１条の２に規定する降給の手続きは、第１項の規定を準用する。 

 

４ 略 
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洞爺湖町税条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（固定資産税の税率） 

第６２条 略 

２ 略 

３ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第

１９号）第８条第１項に規定する洞爺湖町過疎地域持続的発展市町村

計画に記載された同条第４項第１号に規定する産業振興促進区域内に

おいて振興すべき業種として定める製造業、情報サービス業等、農林

水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する建物及びその敷地に対し

て課する固定資産税の税額は、前項の規定にかかわらず固定資産税を

課することとなった年度から３か年度に限り、第１項の規定により算

出した額の１００分の８０とする。 

４ 略 

 

（固定資産税の税率） 

第６２条 略 

２ 略 

３ ３ 過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第３１条

による                            

                               

                               

           旅館業の用に供する建物及びその敷地に対し

て課する固定資産税の税額は、前項の規定にかかわらず固定資産税を

課することとなった年度から３か年度に限り、第１項の規定により算

出した額の１００分の８０とする。 

４ 略 
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洞爺湖町国民健康保険税条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額） 

第４条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第５条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、

第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の３及び第２３条第１項において同じ。）以外の

（国民健康保険の被保険者に係る      所得割額） 

第３条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る      資産割額） 

第４条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る      被保険者均等割額） 

第５条 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る      世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の

前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下こ

の号において「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、

第７条の３及び第２３条   において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月ま

での間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。第３号、第７条の３及び第２３条   において同じ。）以外の
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世帯 ２５，０００円 

⑵及び⑶ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、                  

 基礎控除後の総所得金額等に１００分の２を乗じて算定する。 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１３条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割をもって算定した第２条第１項の額（第

２３条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険

税の額とする。以下この条において同じ。）を課する。 

２～８ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万円を超え

る場合には、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万円

を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額

からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

世帯 ２５，０００円 

⑵及び⑶ 略 

 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２を乗じて算定する。 

 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１３条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その

発生した日の属する月から、月割をもって算定した第２条第１項の額（第

２３条の規定による減額が行われた場合には、同条   の国民健康保険

税の額とする。以下この条において同じ。）を課する。 

２～８ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３万円を超え

る場合には、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１９万円

を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額

からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

⑴ 法第７０３条の５   に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の
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被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有するものを除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

１１，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ２，８００円 

エ～カ 略 

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５   に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５   に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有するものを除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る      被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

１１，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る      世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ２，８００円 

エ～カ 略 
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⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２８万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

８，０００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

 １人について ２，０００円 

エ～カ 略 

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５２万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 

⑵ 法第７０３条の５   に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２８万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る      被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

８，０００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る      世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

 １人について ２，０００円 

エ～カ 略 

⑶ 法第７０３条の５   に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５２万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る      被保険者均等割額 
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被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

３，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ８００円 

エ～カ 略 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税

義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ２，４００円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ４，０００円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ６，４００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８，０００円 

⑵ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

３，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る      世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ)～(ｳ) 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について ８００円 

エ～カ 略 
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  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 ６００円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，０００円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 １，６００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２，０００円 

 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２４条の２において同じ。）である場合における第３条及び前条第

１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」と

あるのは「規定する総所得金額（第２３条の２に規定する特例対象被保険

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」

と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条第１

項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び

第３号において同じ。）及び」とする。 

 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

 

 

 

  

 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保

険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２４条の２において同じ。）である場合における第３条及び前条 

  の規定の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」と

あるのは「規定する総所得金額（第２３条の２に規定する特例対象被保険

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」

と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条  

 第１号中「総所得金額  」とあるのは「総所得金額（次条に規定する

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び

第３号において同じ。）  」とする。 

 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し
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くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額

（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合にお

ける第２３条第１項の規定の適用については、同条中「法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算

した金額から１５万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得

金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」とする。 

 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額

（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合にお

ける第２３条   の規定の適用については、同条中「法第７０３条の５

   に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３

条の５   に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算

した金額から１５万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得

金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」とする。 

 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」とする。 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険税の被保険者若しくは特定
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同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条

の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条

の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２３条 

  中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
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山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条   の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条   中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第
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２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」とする。 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定す

る特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同

法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」とする。 

 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する

場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」

と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定す

る特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同

法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、
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譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第

１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第２３条第１項において「特例適用利子等の額」と

いう。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用利子等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２

条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この条及び第２３条第１項において「特例適用配当等の額」という。）の

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条   の規定の適用については、第３条第１項中「山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第

１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第２３条   において「特例適用利子等の額」と

いう。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用利子等の額」と、第２３条   中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２

条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用については、第

３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林

所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３

項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下

この条及び第２３条   において「特例適用配当等の額」という。）の
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合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特

例適用配当等の額」と、第２３条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施

特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特

例適用配当等の額」と、第２３条   中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施

特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に

係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 
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（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得

金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

 

 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第２３条   の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得

金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」と、第２３条   中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 
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財産の取得について 

 

１ 取得物品  避難所用パーテーション 

 

２ 主な仕様  

⑴ 構 造：自立式スチールベルト一体四面構造 

      ・フレームと生地が一体構造のワンタッチ式で、部品の組み立てが不

要であるとともに、避難所内でのプライバシー確保のため、パーテ

ーション内が透けて見えることが無いよう遮光率の高い生地であ

るものとする。 

⑵ 寸 法：幅２，１００ｍｍ、奥行２，１００ｍｍ、高さ１，８００ｍｍ 

⑶ 材 質：ナイロン２１０Ｄ（アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理） 

      防炎性能 区分３以上 

      遮光率 ９９．９％ 

      紫外線遮蔽率 ９９％ 

⑷ 附属品：アルミ敷きマット（２ｍ×２ｍ）１枚 

      表示・メッセージボード付き 

⑸ 重 量：約９．０ｋｇ  

 

３ 納入完了期限  令和４年２月２８日 

 

４ 財源措置  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（１００％） 

   １１，１３２，０００円 

       

 

避難所パーテーションイメージ図 
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